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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
建物あるいは地盤の躯体と目地部を介して設けられたエレベーターシャフト、階段シャフ
トあるいは建物等の建造物の開口部の下部位置の外壁面に左右方向にスライド移動可能に
取付けられたスライド移動杆と、このスライド移動杆に後端部が所定間隔で固定され、先
端部が前後方向の目地部の寸法のほぼ半分の寸法まで建物あるいは地盤の躯体方向へ突出
する複数個の一方の固定ブラケット、前記スライド移動杆と対応する部位の建物あるいは
地盤の床躯体に後端部が所定間隔で固定され、先端部が前後方向の目地部の寸法のほぼ半
分の寸法まで前記スライド移動杆方向へ突出する前記複数個の一方の固定ブラケットの側
部に平行に位置する複数個の他方の固定ブラケット、この複数個の他方の固定ブラケット
と前記複数個の一方の固定ブラケットにそれぞれスライド移動可能に取付けられた中間ス
ライド移動杆とからなる床目地プレート支持機構および、この床目地プレート支持機構の
複数個の一方の固定ブラケット、複数個の他方の固定ブラケットおよび中間スライド移動
杆上に所定間隔で配置された複数個の支持バー、この複数個の支持バーを常時等間隔とな
るように保持する少なくとも２個のパンタグラフ形状の伸縮リンク機構、前記複数個の支
持バーに後端部が固定され、先端部が隣りとスライド移動可能に重なり合いかつ前記建造
物の前後方向の移動時に目地部の２倍以下の寸法で常時四角形の状態で移動する複数個の
床目地プレート本体とからなる床目地プレートとで構成されていることを特徴とする建造
物の床目地装置。
【請求項２】
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スライド移動杆は建造物の開口部の下部位置の外壁面の固定されたホルダーにローラを介
して支持されるとともに、両端部は前記建造物の前後方向の移動時にスムーズに前後方向
に移動できるように建物あるいは地盤の躯体の壁面に接するローラが設けられていること
を特徴とする請求項１記載の建造物の床目地装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は建物あるいは地盤の躯体と目地部を介して設けられたエレベーターシャフト、
階段シャフトあるいは建物等の建造物との間を覆う床目地装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、この種の床目地装置はエレベーターシャフトの開口部の外壁面の下部位置に目地部
の寸法の３倍以上の長さの目地プレートの後端部を左右方向にスライド移動可能に取付け
るとともに、先端部をエレベーターシャフトの開口部の外壁
面と対応する部位の建物の床躯体にスライド移動可能に支持させていた。
【０００３】
　このため、エレベーターシャフトの開口部の外壁面と対応する部位の建物の床躯体に目
地部の寸法の２倍以上の寸法がないと設置することができないという欠点があった。
【特許文献１】特許第３６０３０１０号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　　本発明は以上のような従来の欠点に鑑み、エレベーターシャフト、階段シャフトある
いは建物等の建造物の開口部と対応する建物あるいは地盤の床躯体に目地部の寸法の２倍
以下しかなくても、ほぼ目地部の寸法分の伸縮移動が可能であるとともに、床目地プレー
トを常時四角形状を保って移動することができる建造物の床目地装置を提供することを目
的としている。
【０００５】
　本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な特徴は次の説明を添付図面と照らし合わ
せて読むと、より完全に明らかになるであろう。
　ただし、図面はもっぱら解説のためのものであって、本発明の技術的範囲を限定するも
のではない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記目的を達成するために、本発明は建物あるいは地盤の躯体と目地部を介して設けられ
たエレベーターシャフト、階段シャフトあるいは建物等の建造物の開口部の下部位置の外
壁面に左右方向にスライド移動可能に取付けられたスライド移動杆と、このスライド移動
杆に後端部が所定間隔で固定され、先端部が前後方向の目地部の寸法のほぼ半分の寸法ま
で建物あるいは地盤の躯体方向へ突出する複数個の一方の固定ブラケット、前記スライド
移動杆と対応する部位の建物あるいは地盤の床躯体に後端部が所定間隔で固定され、先端
部が前後方向の目地部の寸法のほぼ半分の寸法まで前記スライド移動杆方向へ突出する前
記複数個の一方の固定ブラケットの側部に平行に位置する複数個の他方の固定ブラケット
、この複数個の他方の固定ブラケットと前記複数個の一方の固定ブラケットにそれぞれス
ライド移動可能に取付けられた中間スライド移動杆とからなる床目地プレート支持機構お
よび、この床目地プレート支持機構の複数個の一方の固定ブラケット、複数個の他方の固
定ブラケットおよび中間スライド移動杆上に所定間隔で配置された複数個の支持バー、こ
の複数個の支持バーを常時等間隔となるように保持する少なくとも２個のパンタグラフ形
状の伸縮リンク機構、前記複数個の支持バーに後端部が固定され、先端部が隣りとスライ
ド移動可能に重なり合いかつ前記建造物の前後方向の移動時に目地部の２倍以下の寸法で
常時四角形の状態で移動する複数個の床目地プレート本体とからなる床目地プレートとで
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建造物の床目地装置を構成している。
【発明の効果】
【０００７】
　以上の説明から明らかなように、本発明にあっては次に列挙する効果が得られる。
【０００８】
（１）請求項１により、床用目地装置本体が常時四角形状の状態で移動するので、安全に
使用することができるとともに、移動時に隙間が生じたりするのを確実に防止できる。
【０００９】
（２）前記（１）によって、建造物の開口部の外壁面と対応する部位の建物あるいは地盤
の床躯体が目地部の寸法の２倍以下でも設置して、使用することができる。
　このため、このような寸法の建物あるいは地盤の床躯体部位でも容易に設置することが
できる。
【００１０】
（３）前記（１）によって、建造物の開口部の外壁面の下部に床目地装置だけで設置でき
るので、従来のように伸縮可能な両側壁の目地装置とセットで設置するものと比べ、容易
に設置することができる。
【００１１】
（４）請求項２も前記（１）～（３）と同様な効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面に示す本発明を実施するための最良の形態により、本発明を詳細に説明する
。
【００１３】
　図１ないし図１４に示す本発明を実施するための最良の第１の形態において、１は建物
の躯体２と目地部３を介して設けられた建造物としてのエレベーターシャフト４の開口部
５間の床目地部３を伸縮可能に覆う本発明の建造物の床目地装置で、この建造物の床目地
装置１は前記エレベーターシャフト４の開口部５の下部位置の外壁面４ａにほぼ水平に固
定されたガイドレール６によって左右方向にスライド移動可能に取付けられたスライド移
動杆７と、このスライド移動杆７に一端部が固定され、前記エレベーターシャフト４の前
後方向の移動時に目地部３の２倍以下の寸法の床目地プレート８で目地部３を覆うことが
できる常時四角形状の状態で移動する床用目地装置本体９とで構成されている。
【００１４】
　前記ガイドレール６は上部がクランク状に曲げられた上部支持部１０が形成され、下部
がコ字状に曲げられた下部支持部１１が形成されたガイドレール本体１２と、このガイド
レール本体１２の上部支持部１０に両側部が外方へ突出するように設けられた複数個のガ
イドローラ１３と、前記下部支持部１１の内底面に設けられた複数個の支持ローラ１４と
、前記下部支持部１１の先端部の内側面に取付けられた複数個のガイドローラ１５と、前
記ガイドレール本体１２の内側面にアーム１６を介して設けられた前記ガイドローラ１７
とによって、スライド移動杆７を前後方向の揺れ動きを防止できるように構成されている
。
【００１５】
前記スライド移動杆７はコ字状に形成された上部支持部１８内に前記ガイドレール６の複
数個のガイドローラ１３が位置し、コ字状に形成された下部支持部１９の下端部は前記ガ
イドレール６の複数個の支持ローラ１４に支持されるとともに、両面が前記ガイドローラ
１５およびアーム１６を介して設けられたガイドローラ１７によって、前後方向に揺れ動
かないように左右方向にスライド移動するスライド移動杆本体２０と、このスライド移動
杆本体２０の両端部の上下部に取付けられた前記建物の壁躯体２、２と当接して、前後方
向にスムーズにスライド移動させるローラ２１、２１、２１、２１とで構成されている。
【００１６】
前記床用目地装置本体９は前記スライド移動杆７に後端部が所定間隔で溶接等で固定され
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、先端部が前後方向の目地部の寸法（Ｈ）のほぼ半分の寸法まで前記建物の床躯体２Ａ方
向へ突出する上部と中央より下部寄りの部位に支持部２２、２３を形成した複数個の一方
の固定ブラケット２４、前記スライド移動杆７と対応する部位の建物の床躯体２に後端部
が所定間隔でアンカーボルト等で固定され、先端部が前後方向の目地部の寸法のほぼ半分
の寸法まで前記スライド移動杆７方向へ突出する、前記複数個の一方の固定ブラケット２
４の側部に平行に位置する上部と中央より下部寄りの部位に支持部２２、２３を形成した
複数個の他方の固定ブラケット２５、この複数個の他方の固定ブラケット２５と前記複数
個の一方の固定ブラケット２４にそれぞれスライド移動可能に取付けられた、前記上部支
持部２２、２２に係止される上部係止片２６、２６および、前記中央部寄りの支持部２３
、２３にローラ２７、２７を介して支持される支持片２８、２８を有する中間スライド移
動杆２９とからなる床目地プレート支持機構３０と、この床目地プレート支持機構３０の
複数個の一方の固定ブラケット２４、複数個の他方の固定ブラケット２５および中間スラ
イド移動杆２９上に所定間隔で配置された複数個の支持バー３１、この複数個の支持バー
３１を中央枢支３５ａに枢支された枢支ピン５５で枢支することにより、常時等間隔とな
るように保持する少なくとも２個のパンタグラフ形状の伸縮リンク機構３５Ａ、前記複数
個の支持バー３１に前記少なくとも２個のパンタグラフ形状の伸縮リンク機構３５Ａが貫
通する透孔５４がそれぞれ形成され、後端部が複数個のビス３２で固定され、先端部が隣
りとスライド移動可能に重なり合う複数個のクランク状に形成された複数個の床目地プレ
ート本体３３とからなる床目地プレート８で構成されている。
【００１７】
　なお、前記複数個の支持バー３１は前記複数個の一方の固定ブラケット２４、複数個の
他方の固定ブラケット２５および前記中間スライド移動杆２９の上部に置くだけで、少な
くとも２個のパンタグラフ形状の伸縮リンク機構３５Ａの中央枢支３５ａが前記複数個の
支持バー３１に枢支ピン５５で枢支されることにより、常時等間隔で複数個の床目地プレ
ート本体３３が位置する。
【００１８】
　上記構成の建造物の床目地装置１はエレベーターシャフト４と建物の床躯体２Ａとが地
震によって異なる左右方向に揺れ動くと、図１１および図１２に示すように、スライド移
動杆７がガイドレール６に沿って左右方向へスライド移動し、床用目地装置本体９が四角
形状を保って左右方向へ移動する。
【００１９】
　また、地震によってエレベーターシャフト４の開口部５側の目地部３が狭くなるように
揺れ動くと、図１３に示すように複数個の一方の固定ブラケット２４と複数個の他方の固
定ブラケット２５が重なり合うように移動するとともに、少なくとも２個のパンタグラフ
形状の伸縮リンク機構３５Ａが収縮して、床目地プレート８の隣り合う複数個の床目地プ
レート本体３３の重なりが大きくなって、その揺れ動きを吸収する。
　この時、スライド移動杆７の両端部は建物の壁躯体２Ｂ、２Ｂと当接しているローラ２
１、２１、２１、２１によってスムーズに床用目地装置本体９を四角形状態を保って収縮
して、その揺れ動きを吸収する。
【００２０】
　エレベーターシャフト４の開口部５側の目地部３が広くなるように揺れ動くと、図１４
に示すように複数個の一方の固定ブラケット２４と複数個の他方の固定ブラケット２５が
離れるように移動するが、該ブラケット２４、２５にスライド移動可能に取付けられた中
間スライド移動杆２９によって、隙間が生じないように移動するとともに、少なくとも２
個のパンタグラフ形状の伸縮リンク機構３５Ａが伸張し、床目地プレート８の隣り合う複
数個の床目地プレート本体３３の重なりが小さくなって、その揺れ動きを吸収する。
　なお、中間スライド移動体２９の両端部は一方の固定ブラケット２４と他方の固定ブラ
ケット２５の先端部より離れることなく、かつ収納可能に水平方向のガイド溝と、このガ
イド溝と係合する係合片とからなるストッパー装置を設けたものを使用することにより、
大きな揺れ動きが生じても保守管理が不要な状態で使用できる。
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【００２１】
　次に、図１５ないし図３２に示す本発明者が考えた建造物の床目地装置につき説明する
。なお、これらの本発明者が考えた建造物の床目地装置の説明に当って、前記本発明を実
施するための最良の第１の形態と同一構成部分には同一符号を付して重複する説明を省略
する。
【００２２】
　図１５ないし図２０に示す本発明者が考えた建造物の床目地装置において、前記本発明
を実施するための最良の第１の形態と主に異なる点は、床用目地装置本体９Ａで、この床
用目地装置本体９Ａは一端部がスライド移動杆７に枢支ピン３４で枢支され、他端部が該
スライド移動杆７と対応する部位の建物の床躯体２Ａ　に枢支ピン３４で枢支された少な
くとも２個以上、本発明を実施する形態では上・下２対のパンタグラフ状の伸縮リンク機
構３５、３５、３５、３５と、この上・下２対の伸縮リンク機構３５、３５、３５、３５
の複数個の中央枢支部３６、３６、３６、３６に枢支ピン３７、３７、３７、３７で枢支
された前記スライド移動杆７と同構成の複数個の移動梁３８、３８、３８、３８と、この
複数個の移動梁３８、３８、３８、３８に後端部が複数本のピン３９で固定され、先端部
が隣りとスライド移動可能に重なり合うクランク状に曲げられた複数個の床目地プレート
８Ａ、８Ａ、８Ａ、８Ａ　８Ａとで構成されている。
　このように構成された床用目地装置本体９Ａを用いた建造物の床目地装置１Ａでも、床
用目地装置本体９Ａの少なくとも上・下２対の伸縮リンク機構３５、３５、３５、３５に
よって、複数個の床目地プレート８Ａ、８Ａ、８Ａ、８Ａ、８Ａを伸縮させて、その揺れ
動きを吸収するとともに、左右方向の揺れ動きもスライド移動杆７の左右方向のスライド
移動によって、四角形状を保って移動させることができる。
【００２３】
　図２１ないし図２６に示す本発明者が考えた建造物の床目地装置において、前記本発明
を実施するための最良の第１の形態と主に異なる点は、床用目地装置本体９Ｂで、この床
用目地装置本体９Ｂはスライド移動杆７と対応する部位の建物の床躯体２Ａに固定された
左右方向のガイドレール４０と、一端部がスライド移動杆７に枢支ピン４１で枢支され、
他端部が前記ガイドレール４０にスライダー４２を介して枢支ピン４３で枢支された少な
くとも２個以上の傾斜面、最適には４５度の傾斜で配置された移動支持杆４４、４４と、
この少なくとも２個以上の移動支持杆４４、４４に所定間隔で長孔４５とピン４６で左右
方向に移動可能に配置された複数個の支持バー４７、この複数個の支持バー４７に後端部
が固定され、先端部が隣りとスライド移動可能に重なり合う複数個の床目地プレート本体
３３とからなる床目地プレート８Ａとで構成されている。
　このように構成された床用目地装置本体９Ｂを用いて構成した建造物の床目地装置１Ｂ
にしてもよい。
【００２４】
　図２７ないし図３２に示す本発明者が考えた建造物の床目地装置において、前記本発明
を実施するための最良の第１の形態と主に異なる点は、床用目地装置本体９Ｃで、この床
用目地装置本体９Ｃはスライド移動杆７と対応する部位の建物の床躯体２Ａに目地部３の
寸法とほぼ同じ寸法に形成された反目地部側が傾斜面４８に形成された目地プレート支持
凹部４９と、後端部の両端部がスライド移動杆７に先端部が上方へ回動可能に取付け具５
０、５０で取付けられ、先端部が前記目地プレート支持凹部４９に支持された浅皿状のフ
レーム５１、このフレーム５１内に充填されたモルタル５２および表面を覆う化粧タイル
等の化粧床材５３とからなる床目地プレート８Ｂで構成されている。
　このように構成された床用目地装置本体９Ｃを用いて構成した建造物の床目地装置１Ｃ
にしてもよい。
　なお、前記各実施の形態では建物の躯体２と目地部３を介して設けられた建造物として
のエレベーターシャフト４との開口部５間を床目地部３を覆うものに付いて説明したが、
本発明はこれに限らず、地盤の躯体２と目地部３を介して設けられた免震ビル等の建物あ
るいは階段シャフトなどの建造物との開口部５間を床目地部３を覆う場合も同様に実施す
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ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００２５】
　本発明は建物あるいは地盤の躯体と目地部を介して設けられたエレベーターシャフト、
階段シャフトあるいは建物等の建造物の目地部を覆う床目地装置を製造する産業で利用さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明を実施するための最良の第１の形態の説明図。
【図２】図１の２－２線に沿う拡大断面図。
【図３】本発明を実施するための最良の第１の形態のガイドレールの説明図。
【図４】本発明を実施するための最良の第１の形態のスライド移動杆の説明図。
【図５】本発明を実施するための最良の第１の形態の一方の固定ブラケットの説明図。
【図６】本発明を実施するための最良の第１の形態の他方の固定ブラケットの説明図。
【図７】本発明を実施するための最良の第１の形態の中間スライド移動杆の説明図。
【図８】本発明を実施するための最良の第１の形態の床目地プレート支持機構の説明図。
【図９】本発明を実施するための最良の第１の形態の床目地プレートの平面図。
【図１０】図９の１０－１０線に沿う断面図。
【図１１】本発明を実施するための最良の第１の形態の左方向の移動状態の説明図。
【図１２】本発明を実施するための最良の第１の形態の右方向の移動状態の説明図。
【図１３】本発明を実施するための最良の第１の形態の目地部が狭くなった動作説明図。
【図１４】本発明を実施するための最良の第１の形態の目地部が広くなった動作説明図。
【図１５】本発明者が考えた建造物の床目地装置の説明図。
【図１６】図１５の１６－１６線に沿う拡大断面図。
【図１７】図１５の１７－１７線に沿う断面図。
【図１８】本発明者が考えた建造物の床目地装置の床用目地装置本体の説明図。
【図１９】本発明者が考えた異なる建造物の床目地装置の左右方向の動作説明図。
【図２０】本発明者が考えた異なる建造物の床目地装置の前後方向の動作説明図。
【図２１】本発明者が考えた異なる建造物の床目地装置の説明図。
【図２２】図２１の２２－２２線に沿う拡大断面図。
【図２３】図２１の２３－２３線に沿う断面図。
【図２４】本発明者が考えた異なる建造物の床目地装置の床用目地装置本体の説明図。
【図２５】本発明者が考えた異なる建造物の床目地装置の左右方向の動作説明図。
【図２６】本発明者が考えた異なる建造物の床目地装置の前後方向の動作説明図。
【図２７】本発明者が考えた異なる建造物の床目地装置の説明図。
【図２８】図２７の２８－２８線に沿う拡大断面図。
【図２９】図２７の２９－２９線に沿う断面図。
【図３０】本発明者が考えた異なる建造物の床目地装置の床用目地装置本体の説明図。
【図３１】本発明者が考えた異なる建造物の床目地装置の左右方向の動作説明図。
【図３２】本発明者が考えた異なる建造物の床目地装置の前後方向の動作説明図。
【符号の説明】
【００２７】
１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ：建造物の床目地装置、
２：建物の躯体、　　　３：目地部、
４：エレベーターシャフト、　５：開口部、　
６：ガイドレール、　　　７：スライド移動杆、
８、８Ａ、８Ｂ：床目地プレート、
９、９Ａ、９Ｂ、９Ｃ：床用目地装置本体、
１０：上部支持部、　　　１１：下部支持部、
１２：ガイドレール本体、　　１３：ガイドローラ、



(7) JP 5647387 B2 2014.12.24

10

20

１４：支持ローラ、　　　１５：ガイドローラ、
１６：アーム、　　　１７：ガイドローラ、
１８：上部支持部、　　　１９：下部支持部、
２０：スライド移動杆本体、　２１：ローラ、
２２：上部支持部、　　　２３：中央より下部の支持部、
２４：一方の固定ブラケット、　２５：他方の固定ブラケット、
２６：上部係止片、　　　２７：ローラ、
２８：支持片、　　　２９：中間スライド移動杆、
３０：床目地プレート支持機構、３１：支持バー、
３２：ビス、　　　　３３：床目地プレート本体、
３４：枢支ピン、　　　３５、３５Ａ：伸縮リンク機構、
３６：中央枢支部、　　　３７：枢支ピン、
３８：移動梁、　　　３９：枢支ピン、
４０：ガイドレール、　　４１：枢支ピン、
４２：スライダー、　　　４３：枢支ピン、
４４：移動支持杆、　　　４５：長孔、
４６：ピン、　　　　４７：支持バー、
４８：傾斜面、　　　４９：目地プレート支持凹部、
５０：取付け具、　　　５１：フレーム、
５２：モルタル、　　　５３：化粧床材、
５４：透孔、　　　　　　　５５：枢支ピン。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】
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【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】
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